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○消費者相談員（非常勤職員） 
 ・外部からの相談・問い合わせ等に全て対応。 
 ・各経済産業局の消費者相談員の配置状況は以下のとおり（１日当たり配置人数）。 
 
  ・北海道経済産業局 ３名 
  ・東北経済産業局    ２名 
  ・関東経済産業局    ３名 
  ・中部経済産業局  ２名 
  ・近畿経済産業局  ３名 
  ・中国経済産業局  ２名 
  ・四国経済産業局  ２名 
  ・九州経済産業局  ２名 
  ・沖縄経済産業部  １名 
  
○消費経済課職員他 
 ・法令解釈及び消費者相談室の管理・運営、その他法執行事務等に従事。 
 ・各経済産業局合計４名の他、消費者相談室が属する消費経済課の職員を 
  相談室に併任して対応。 

  各経済産業局における相談業務の体制 
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（１）経済産業局処理件数推移 

  相談内容について① 
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（２）相談内容別構成比（平成１９年度） 

  相談内容について② 
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消費生活センター、弁護

士等からの法令解釈等に

関する問い合わせ

行政処分に関する問い合

わせ

申出手続方法等に関す

る事実確認のための問い

合わせ

苦情伝達や情報提供
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※ 相談内容は多岐にわたるため、上記割合はおおよその目安である。 



  相談内容について③ 
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（３）消費者相談件数内訳（平成１９年度） 
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業務の流れ（例） 
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○ 個々の相談内容に対応する業務の流れは様々ではあるものの、 
   一例を簡潔に図示すれば以下のとおり 

消費者

消費者相談室

消費者
相談員

その他担当課室

相談・問い合わせ回答

消費
経済課

職員

協議・連絡調整・
議論・情報提供

協議・連絡調整・
議論・情報提供

ダブルチェック（事後）

消費経済課
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